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パートナーシップ構築宣言をした全事業者（11,212者：7月時点）に対して、宣言している内容の実
効性を把握するために、主に以下の３分野に関してWEBアンケート調査を実施。

①宣言に関する周知状況
ー 宣言文が、取引先や社内の調達部門に対し、どのように周知されているか 等

②サプライチェーン全体での付加価値向上、共存・共栄に向けた取組
ー どのような分野で、どんな取組を行っているか/いないか 等

③ 取引適正化（重点5分野）に関する取組
ー 価格協議、型管理、支払方法、知財取引、働き方改革 等

調査期間：2022年 7月25日～9月12日。

回答率：全事業者ベースでは46％。 うち大企業（資本金３億円超）では69％。

調査対象の
事業者数

（2022年7月22日時点で
宣言した事業者）

回答者数
(回答率)

宣言した事業者全体 11,212者 5,133者 (46%)

うち大企業
(資本金3億円超)

794者 550者 (69%)

調査の趣旨
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１．宣言に関する周知の状況

２．サプライチェーン全体の付加価値向上、共存・共栄に向けた取組

３．取引適正化(重点5分野)に関する取組
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取引先に対する宣言の周知方法（複数選択可）

○ 取引先への宣言周知については、HP掲載やプレスリリースが多い。宣言文配布やメールにより、個
別の取引先に周知している例もある。

○ 半数以上の取引先に対し、周知している企業は4割程度。

宣言をどの程度の取引先に周知しているか
(左記で④～⑦のいずれかまたは全てを選択した者のみ回答)

１．宣言に関する周知の状況（①）

17.1%

44.4%

3.6%

2.5%

3.3%

11.3%

8.0%

28.0%

14.4%

1.9%

12.9%

5.4%

2.3%

3.3%

23.2%

2.5%

48.7%

15.4%

3.5%

16.2%

5.2%

2.3%

3.3%

22.0%

3.1%

46.5%

15.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①プレスリリースを実施

②宣言文をHPに掲載

③名刺・文書・印刷物等に

ロゴマークを記載

④取引先に宣言文を配布

⑤宣言について取引先へメールで周知

⑥宣言について打合せなど口頭で

取引先へ周知

⑦宣言について会議・説明会・

その他会合等で取引先へ一斉周知

⑧検討中

⑨宣言について周知していない

大企業 中小企業 全体

23.3%

14.6%

42.7%

19.4%

20.2%

16.7%

37.2%

26.0%

20.4%

16.5%

37.6%

25.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ほぼ全ての取引先に対して

(全取引先の81%以上)

半数以上の取引先に対して

(全取引先中51～80%)

一定程度の取引先に対して

(全取引先中11～50%)

一部の取引先に対して

(全取引先中10%以下)

大企業 中小企業 全体
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社内全体に対する宣言の周知方法（複数選択可）

○ 社内全体や、調達・購入担当への宣言周知については、 HPや会議・打合せで周知している例が
多い。

○ 周知をしていない企業も一部存在。

調達・購入担当等への宣言周知方法（複数選択可）

１．宣言に関する周知の状況（②）

16.9%

52.9%

12.0%

39.6%

11.1%

5.8%

14.7%

6.2%

7.2%

11.7%

9.1%

34.9%

14.0%

3.9%

30.7%

11.2%

8.3%

16.2%

9.4%

35.4%

13.7%

4.1%

29.0%

10.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

メール・SNS等で個別に周知

HP・社内報にて周知

社員教育、研修等で周知

会議・連絡会・打合せ等で周知

経営層からの指示、訓示等で周知

宣言文配布による周知

周知方法等を検討中

周知していない

大企業 中小企業 全体

24.9%

38.2%

19.3%

49.6%

11.1%

10.0%

13.5%

5.5%

9.1%

6.1%

9.6%

36.6%

18.3%

4.3%

28.8%

10.7%

10.8%

9.5%

10.6%

38.0%

17.5%

4.9%

27.1%

10.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

メール・SNS等で個別に周知

社内イントラネット・社内報にて周知

社員教育、研修等で周知

会議・連絡会・打合せ等で周知

経営層からの指示・訓示等で周知

宣言文配布による周知

周知方法等を検討中

周知していない

大企業 中小企業 全体



１．宣言に関する周知の状況

２．サプライチェーン全体の付加価値向上、共存・共栄に向けた取組

３．取引適正化(重点5分野)に関する取組
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○ サプライチェーン全体の付加価値向上に関する取組について、（牽引役が期待される）大企業では
グリーン化支援の分野が最も多く（約4割）、リサイクル・循環経済・廃棄物処理、EDI（取引情報の
電子データ交換）導入支援、BCP策定支援、健康経営、労働安全衛生に関する取組の支援と続く。

サプライチェーン全体の付加価値向上に関して取り組んでいるテーマや社会課題（複数選択可）

2．サプライチェーン全体の付加価値向上に向けた取組

38.5%

36.4%

27.4%

25.3%

23.9%

19.3%

18.3%

17.4%

17.4%

16.2%

13.5%

12.8%

12.3%

10.2%

10.2%

18.2%

33.5%

5.0%

6.7%

13.3%

10.7%

23.8%

1.4%

20.2%

7.0%

5.3%

16.2%

2.8%

12.7%

3.6%

21.1%

33.9%

8.3%

9.4%

14.8%

11.9%

23.0%

3.7%

19.8%

8.3%

6.5%

15.7%

4.2%

12.3%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

グリーン化

リサイクル・循環経済・廃棄物処理

EDI導入

BCP策定

健康経営、労働安全衛生

人材育成・人材マッチング

働き方改革

強制労働問題関連

データの相互利用

サイバーセキュリティ

研究開発支援、オープンイノベーション

IT機器・設備導入

M&A等の事業承継

テレワーク実施環境整備

その他 大企業 中小企業 全体



１．宣言に関する周知の状況

２．サプライチェーン全体の付加価値向上、共存・共栄に向けた取組

３．取引適正化(重点5分野)に関する取組
重点5分野：①価格決定方法、②型管理などのコスト負担、③手形などの支払い条件、

④知的財産・ノウハウ、⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ
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○宣言文ひな形では、価格協議の申し入れがあった場合は協議に応じることとされている。
○申し込みを受けた都度協議を実施している企業が約7割いる中で、申し入れがあった場合でも協議
を「実施していない」企業が一部存在。
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取引先との価格協議の実施状況
(取引先から協議の申し入れがあったと回答した企業のみ集計 (企業全体約71%、大企業約89%、中小企業約69%))

3.取引適正化に関する取組について（①）

76.6%

7.5%

9.1%

1.4%

2.9%

2.5%

70.0%

6.5%

2.9%

1.8%

7.5%

11.3%

70.9%

6.6%

3.7%

1.8%

6.9%

10.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

都度実施

定期的(年に1回)に実施

定期的(年に2回)実施

定期的(年に3回以上)実施

検討中

実施していない

大企業 中小企業 全体
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○宣言文ひな形では、「不要な型の廃棄を促進するとともに、下請事業者に対して型の無
償保管要請しないこと」とされている。

○多くの企業は、型の管理は自社で行っているか、保管料を払って取引先に型の管理を依
頼している一方で、「無償で型の管理を取引先に依頼している」とする企業が２割程度
存在。

3.取引適正化に関する取組について（②）

18.6%

67.7%

13.7%

61.6%

13.6%

24.9%

54.4%

22.6%

23.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

型の管理は自社で行い取引先に保管は求めていない

保管料金を支払った上で、取引先に型の管理を依頼している

無償で型の管理を取引先に依頼している

大企業 中小企業 全体

取引先との型管理に関する状況
(自社所有の型を利用した取引を行っていると回答した企業のみ集計 (企業全体約26%、大企業約41%、中小企業約25%))
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取引先への現金による支払い割合、手形の割引料負担

○宣言文ひな形では、 、「可能な限り現金で支払うこと」「手形の割引料を下請事業者の負担としな
いこと」「手形の場合は支払いサイトを60日以内とするよう努めること」とされている。

○取引先への支払い方法については、「全て現金での支払いとしている」が7～8割。
○ 「手形の割引料を取引先負担としている」とする企業が1～2割、手形の支払いサイトを 「現時点で
60日以内とする予定・目処はない」とする企業が約3割存在。

手形の支払いサイトの設定

3.取引適正化に関する取組について（③）

70.0%

9.3%

20.7%

77.8%

9.1%

13.1%

77.0%

9.1%

13.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全て現金での支払いとしており手形で

の支払いはない。

手形での支払いがあるが割引料は自社

負担としている。

手形での支払があり、割引料は取引先

負担となっている。

大企業 中小企業 全体

35.3%

38.9%

25.8%

41.2%

24.5%

34.3%

40.4%

26.4%

33.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

全て６０日以内としている。

６０日超えのものがあるが、令和６年

までに全て６０日以内とする予定であ

る。

６０日超えのものがあるが、現時点で

６０日以内にする予定・目処はない。

大企業 中小企業 全体



短納期発注や急な仕様変更を行う必要が生じた場合の支払
い価格
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○宣言文ひな形では、「知財取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行う」とさ
れている。ガイドラインに基づく契約を結んでいる大企業は多いものの、結んでいない企業も一部存
在。

○また、宣言文ひな形では、「適切なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更は行わない」こ
ととされている。別途料金を支払う、もしくは短納期発注等を行わない企業が多数だが、「追加料金を
支払うことなく依頼をしたことのある」企業も一部存在。

知財取引に関して、知的財産取引に関するガイドラインに基づいた
契約を結んでいるか

3.取引適正化に関する取組について（④）

57.0%

0.2%

0.7%

42.1%

14.4%

1.6%

3.4%

80.6%

18.9%

1.4%

3.1%

76.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

知的財産取引に関するガイドラインや契約

書のひな形に基づいた取引を行っている。

知的財産に関する契約を結んでいるが、片

務的な契約となっている。

知的財産に関する取引を行っているが、特

段知的財産に関する契約は締結していない

知的財産に関する取引は行っていない

大企業 中小企業 全体

66.4%

30.8%

2.8%

83.8%

10.8%

5.3%

82.0%

12.9%

5.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

追加料金のない短納期発注や急な仕様

変更は行わなかった

追加料金を加えた上で短納期発注や急

な仕様変更を依頼した

追加料金なく短納期発注や急な仕様変

更を依頼したことがある

大企業 中小企業 全体


